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�

　国民年金保険料を口座振替にすると、一度手続
きをするだけで、あとは自動的に指定した口座か
ら引き落とされ、毎月金融機関を訪ねる手間と時
間が省けて、とても便利です。�
　また、口座振替では、次のようなお得な納付方
法があります。ぜひご利用ください。�
�
�
　各月の保険料を当月末に振替すると、毎月５０円
の割引が受けられます。納付書で毎月、当月末ま
でに納めても「早割」にはなりません。口座振替
だけのお得な納付方法です。�
�
�
　１年分あるいは６か月分の保険料を決められた
期限までに一括で振替すると、保険料の割引が受
けられます。�
　口座振替での前納は、次の２種類あり、これら
以外の年度途中からの前納はできません。�
①１年前納…４月分～翌年３月分を４月末日に振
替�
②６か月前納…４月分～９月分を４月末日に振替、
１０月分～翌年３月分を１０月末日に振替�
�
　納付書で前納をすることもできますが、口座振
替で前納をするほうが納付書より割引額が大きく
なります。�

（比較してみると・・・）�
平成１９年度の割引額�

１ 年 前 納→納 付 書　３，０００円�
　　　　　　口座振替　３，５５０円�
６か月前納→納 付 書　　　６９０円�
　　　　　　口座振替　　　９６０円�

　「早割」や「前納」の他に通常の「毎月納付」
もあります。これは各月の保険料を翌月末に振替
し、割引はありません。�
�
�
　次のものを用意して、金融機関、または社会保
険事務所の窓口でお申し込みください。�
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳や送付さ
れた納付書等）�

・預金通帳�
・通帳届出印�
・口座振替依頼書（金融機関窓口に備え付けてあ
るほか、社会保険庁からお送りしている納付案
内書につづられています）�

�
　平成２０年度（４月末日に振替）から「前納」を
ご希望の場合は、２月末日までにお申し込みくだ
さい。

�
※前納したかたが年度の途中で厚生年金等に加入
したときは、その後の国民年金保険料をお返しし
ます。�

�
�
　｢かかりつけ医｣とは、皆さんにとって、近くにあ
って何でも相談できる《かかりつけのお医者さん》
のことです。�
そこで�
「体調が悪くなったら、まずかかりつけ医へ」と決
めておくと安心です。皆さんの病歴などを把握した
うえで、診察してもらえます。もし専門的な検査や
治療が必要になったときには、専門の病院や専門医
を紹介してもらえます。�
ポイント�
かかりつけ医の上手な選び方・つきあい方�
・近所の開業医など、すぐに受診できるお医者さん
にしましょう。�
・相性のいいお医者さんを選びましょう。�
・一度決めたら、全幅の信頼を持ちましょう。�
・健康診断の結果などは報告しておきましょう。�

ほかにも�
かかりつけ医を持つと医療費の節減につながります。�
主な理由は・・・�
①かかりつけ医がいると、皆さんの健康管理が１か
所でできるため、「はしご受診」が減って、検査
や処置、投薬などの重複する費用がなくなりま
す。�

②気軽に相談できると、病気の早期発見、早期治療
につながり、それだけ医療費も少なくてすみま
す。�

③生活習慣病などの場合、かかりつけ医から専門医
にかかっても、病状が安定すると、またかかりつ
け医に戻るのが通例となっています。このような
かかりつけ医を中心とした医療の流れは、医療費
を節減する効果があります。�

かかりつけ医を持ちましょう�

問合せ　保険年金課　国民健康保険税係�
　　　　内線142･147･148

問合せ　春日部社会保険事務所　@０４８（７３７）７１１１�

手続きは簡単・無料です�

まとめて納める「前納」�
ぜ ん の う �

毎月納付の「早割」�
は や わ り �
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